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気を緩めない！

市民の安全・安心のために強化した検査体制
～市と医師会が連携した「川口市ＰＣＲ検査センター」～

　
市
で
は
、
４
月
30
日
に

「
川
口
市
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
セ
ン

タ
ー
」
を
開
設
し
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
検

査
体
制
を
強
化
し
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査

数
の
増
加
に
よ
る
陽
性
者
の

早
期
発
見
、
自
宅
待
機
中
の

陽
性
患
者
数
の
減
少
、
帰
国

者
・
接
触
者
外
来
を
担
当
し

て
い
る
医
療
機
関
の
負
担
軽

減
な
ど
の
効
果
を
あ
げ
て
い

ま
す
。

　
川
口
市
医
師
会
へ
セ
ン
タ

ー
の
運
営
を
委
託
し
、
火
曜

日
か
ら
金
曜
日
に
医
師
会
所

属
の
医
師
が
日
替
わ
り
で
担

当
し
て
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
の
検
体

採
取
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
検
体
の
採
取
に
際
し
て
は

徹
底
し
た
感
染
防
止
対
策
が

と
ら
れ
、
採
取
を
行
う
の
は

１
人
の
医
師
の
み
。
防
護
服

に
身
を
包
み
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
た
疑
い

の
あ
る
か
た
か
ら
、
慎
重
に

検
体
を
採
取
し
ま
す
。 

　
１
日
に
最
大
22
件
も
の
検

体
の
採
取
が
行
わ
れ
、
採
取

し
た
検
体
は
、
医
師
以
外
は

手
を
触
れ
る
こ
と
の
な
い
よ

う
、
十
分
な
注
意
が
払
わ
れ
、

検
査
機
関
に
送
ら
れ
ま
す
。

　検体の採取は、
これまで設備のあ
る医療機関でしか
できず、そこに人
員を割くことで救
急体制が手薄にな
るといった問題を
抱えていました。
　そうしたなか、
市が迅速にこのＰ

ＣＲ検査センターを整備していただいた
結果、体制を集約できたことは大変有難
かったです。
　また、ここでは、私たち医師と一緒に
保健所のスタッフが頑張ってくれていま
す。保健所の皆さんには感謝の気持ちし
かありません。
　市民の皆さんの努力のおかげで、今は
成果がはっきりと表れていますが、この
先第２波、第３波が起きたときの不安も
ありますので、より簡単な検査体制が確
立されればよいと思っています。

川口市医師会
長江　厚　理事

Stop 
covid-19 川口市は新型コロナウイルスと闘う医療機関を支援します

今、新型コロナウイルス感染症により医療現場は、非常に大変な状況にあります。感染の危険や恐怖と闘
いながら、人びとの命を守るために全力を尽くされている医療関係者のために、本市では独自の支援策を
策定し、市民が安心できる医療行為を提供できるよう支援します。

感染に伴う休業への影響緩和入院体制の整備 外来体制の整備

•感染予防設備の支援
•入院受け入れに対する支援

•感染予防設備の支援
•帰国者・接触者外来の支援
•PCRセンターの開設

•協力医療機関で医師や医療スタッ
フが新型コロナウイルスに感染し、
休業した場合の経営への影響を緩
和します
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Stop covid-19

新型コロナウイルス感染症などの影響により、以下の
ケースに該当する場合は、市税の徴収猶予などが認め
られる可能性がありますので、ご相談ください。

新型コロナウイルス感染症対策のため、できる限り
郵送による申請手続きをお願いしています。
新型コロナウイルス感染症対策のため、できる限り
郵送による申請手続きをお願いしています。

徴収猶予の「特例制度」

傷病手当金の支給

　中小事業者などが所有する償却資産・事業用家屋
（土地を除く）の令和3年度分固定資産税・都市計画税
が軽減されます。
※税理士などの認定が必要です。
c新型コロナウイルス感染症の影響により売り上げ
が大幅に減少した中小事業者など

◇減免額
①30％以上減少…2分の1
②50％以上減少…全額免除

※令和2年2月～10月の任意の3カ月の売上げの前年
同月比

o認定経営革新等支援機関等の確認書、確認時に提
出した書類の写し、固定資産税・都市計画税減免
申請書

※詳細は市ホームページをご覧ください。
fg令和3年1月29日㈮までに固定資産税課へ
　　 i048-259-7637・7641

固定資産税・都市計画税の減免

　新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度
収入が減少したかたは、申請により減免が認められ
る場合があります。
※詳細は市ホームページをご覧いただくか、お問い
合わせください。

g国民健康保険課　　i048-259-7669
　高齢者保険事業室　i048-259-7653
　介護保険課　　　　i048-259-7295

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・
介護保険料の減免

　新型コロナウイルス感染症の影響や経済的な理由・
災害などにより、国民年金保険料を納めることが困難
なときは保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免
除制度」や「納付猶予制度（50歳未満）」、「学生納付特
例制度」があります。
※詳細は日本年金機構ホームページ、市ホームページ
をご覧ください。

g国民年金課　　　i048-259-7666
　浦和年金事務所　i048-831-1638

国民年金保険料の免除・納付猶予制度など

　事業などに係る収入に相当の減少があったかたは、
1年間、市税（国民健康保険税含む）の徴収の猶予を
受けることができます。その間は延滞金がかからず、
担保を提供する必要もありません。
　2月1日㈯から令和3年1月31日㈰までに納期限が到
来する市税が対象です。納期限が過ぎたものも、6月
30日㈫までに申請すれば、さかのぼってこの特例を利
用することができます。
c下記の①、②両方に該当するかた
①新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２
年２月以降の任意の期間（１カ月以上）で事業な
どに係る収入が前年同期比でおおむね20％以上減
少している

②一時的に納付や納入が困難である
o申請書、収入や現金・預金の状況が分かる資料
※提出が難しい場合はご相談ください。
◇納税（特例制度）に関すること
g納税課　　　i048-259-7949
　国保収納課　i048-259-7671・7673
◇課税に関すること
g市民税課　i048-259-7634・7635・7636
　固定資産税課（償却）i048-259-7637
　　　　　　　（土地）i048-259-7639
　　　　　　　（家屋）i048-259-7640
　国民健康保険課　i048-259-7669

h新型コロナウイルス感染症に関し一定の要件を満た
すかたに傷病手当金を支給します。

c下記の全てに該当するかた
①給与などの支払いを受けており、川口市国民健康
保険または後期高齢者医療制度に加入している

②新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱な
どの症状があり感染が疑われたことで、療養した
期間中の給与など（全部または一部）を受けとるこ
とができなかった

③療養期間が４日以上続き、４日目から労務に服す
ることができない期間のうち、就労を予定してい
た日がある

適用期間…令和2年1月1日㈷から9月30日㈬の間で療
養のため労務に服することができなかった
期間

o傷病手当金支給申請書
※詳細は市ホームページをご覧いただくか、お問い合
わせください。

g国民健康保険課　　i048-259-7670
　高齢者保険事業室　i048-259-7653


